
日本学生支援機構 給付奨学生（受給中・休停止中）対象【学部生のみ（留学生除く）】 

2023 年度後期分  
高等教育修学支援新制度による授業料減免継続 Ａ様式２申請期間 
  

日本学生支援機構給付奨学生は、採用された区分に応じて授業料が減免されます（第Ⅰ区分＝

授業料全額免除、第Ⅱ区分＝授業料 2/3免除、第Ⅲ区分＝授業料 1/3免除）。2023年度後期の授

業料減免継続を希望する学生は、Ａ様式２を愛媛大学ホームページからダウンロードし、Ａ４サ

イズに印刷して以下の申請期間内に必ず提出してください。 

 ＜Ａ様式２の申請期間＞ 

受付日 受付時間 受付場所 

2023年 

9月29日(金)17:00まで 

       土日祝日除く 

 

8:30～11:30 

13:30～17:00 厳守 

 

･学生生活支援課授業料免除窓口 

      （図書館１階西） 

･医学部：学務課学生生活チーム 

･農学部：事務課学務チーム 

申請書は、窓口または郵送で受付します。窓口に提出する場合は、受付期間内に持参してく

ださい。郵送の場合下記宛先にレターパックライトで送付してください。 

※ 窓口の場合は、９月２９日（金）１７：００厳守で提出してください。 

※ 郵送の場合は、９月２９日（金）必着で送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注 1）医学部及び農学部の学生は各学部に提出してください。（窓口提出の場合のみ城北提出可。） 

  注 2）既に提出済（2023年 8月 1日以降に提出）の場合は、改めて提出する必要はありません。 

 

（注意事項） 

１．2023年後期に給付奨学金の受給資格があることが前提となります。家計審査及び学力審査の結果、給

付奨学生としての基準を満たさない場合は、高等教育修学支援新制度の授業料減免を受けることはで

きません。「休停止中」となっている場合も提出してください。 

（学力審査で「廃止」となった者は提出不要です。なお、今後の授業料減免は受けられません。） 

  

２．期限までに提出がない場合、授業料減免の認定が受けられません。 

 

３．2023年度後期分授業料減免結果通知書は１月中旬に郵送予定です。結果通知書に従って納付して 

  ください。結果が判明するまで授業料の納付は猶予されます。（口座引落の場合は、結果が判明する

まで授業料の引落を停止します。） 

 

４．【任意】2019年度以前入学の学部生は経過措置申請が可能です。申請を希望される方は申請期間（愛

媛大学ホームページに 9月上旬掲載予定）を確認し、書類を揃えて提出してください。 

なお、日本学生支援機構給付奨学金に申請していることが前提となります。 

（前期（年間）申請をしていない方が対象となります。） 

＜送付先＞ 

【城北地区学部生】〒790-8577 松山市文京町３番  

         愛媛大学 教育学生支援部 学生生活支援課 学生生活支援チーム 

         ※レターパックライトの品名欄に「Ａ様式２在中」と記入してください。 

 

【医学部】〒791-0295 東温市志津川 454 愛媛大学医学部学務課 学生生活チーム 

【農学部】〒790-8566 松山市樽味 3丁目 5番 7号 愛媛大学農学部事務課 学務チーム 



 

郵便番号 

 

 
 

学資負担者住所 

学資負担者氏名 様

学生氏名 様 

 

 

 

学生証番号 

日本学生支援機構 給付奨学生（受給中・休停止中）の方 
 

 

【高等教育修学支援新制度による授業料減免継続申請要領】Ａ様式２ 
 

日本学生支援機構給付奨学金を申請し採用された場合、採用区分に応じて授業料が減免されます。授業料の

減免継続を申請する学生は、下記提出書類を必ず提出してください。 

 

提出書類 
● Ａ様式２「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等  減

免の対象者の認定の継続に関する申請書」を提出 
● 84 円切手（結果通知用）１枚 

・窓口提出者：申請書提出時に封筒を配付します。８４円切手を持参ください。 

・郵送提出者：各自で長形３号の封筒（縦 235 ㎜×横 120 ㎜）を１枚準備し、

封筒に学資負担者住所・学資負担者氏名・学生氏名・学生証番号 

を記入し、８４円切手を貼付して申請書提出時に同封してください。 

 
※＜学資負担者＞ 

・通常は父又は母 

  ・父母がいない場合は、入学手続き時に 

届け出た保証人 

 

※マンション名・部屋番号まで記載してください。 

（注意事項） 

１．給付奨学金に申し込んだうえで、家計基準及び学力基準等を満たさなかったため認定を受けることがで

きなかった者は、同じ期間、高等教育修学支援新制度の授業料減免対象者としても認定を受けることは

できません。 

 
２．日本学生支援機構給付奨学生で授業料減免を継続する学生は全員提出が必要です。 

 
３． 授業料の減免継続を希望する場合は年に２回（前期・後期）Ａ様式２を提出していただきます。

本年度後期分（８月～９月末）・翌年度前期分（２月～３月末）の提出が必要です。 

 
例１）前期に給付奨学金を新規申請しＡ様式１を提出し給付奨学生となった場合、後期はＡ様式２を提出。

例２）現在給付奨学生（受給中）の場合は前期も後期もＡ様式２を提出。 

例３）給付奨学金が「休停止中」の方も家計基準の見直しによって、給付奨学金が再開される場合があり

ますのでＡ様式２を提出。 

 
４．申請書は、窓口または郵送で受付します。窓口提出の場合は、受付期間内に持参してください。 

 

郵送提出の場合はレターパックライトで送付してください。 
 

＜郵送先＞ 城北地区 

〒７９０－８５７７ 松山市文京町 3 番 

愛媛大学教育学生支援部学生生活支援課 

学生生活支援チーム あて 

品名に「Ａ様式２在中」と記入。 

電話番号： 089（927）9169 

＜窓口＞ 

学生生活支援課（図書館１階西） 

医学部の学生：医学部学務課学生生活チーム

農学部の学生：農学部事務課学務チーム 

※医学部、農学部の学生は該当学部の指定窓口に提出してください。
 

切
手
貼
付 



日本学生支援機構給付奨学生(受給中･休停止中)の方 
 

学生証番号 
        

氏名 
 

 
 

大学等における修学の支援に関する法律による 
授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書 

 

年 月 日 

愛媛大学長 殿 

 
 

私は貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の継続を申請します。 

 
申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。 

◆  この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場合、認定
を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校において減免を受けた金額の支払を求
められることがあることを承知しています。 

◆  授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「機構」という。） 
を通じ、愛媛大学が機構の保有する私の給付型奨学金に関する情報の送付を受けること及び機構が愛媛大学の
保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。 

 
 

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。 
◎来年度前期分：来年度4月現在（新学年）で記入 

◎本年度後期分：10月現在で記入 
 

 

申
請
者 

フリガナ   
入学年月 

 
年 月入学  

氏 名 
 

生年月日 （西暦） 年 月 日生 （ 歳） 

 
現住所 

〒 －     
 都道

府県 

 市区
町村 

  

所属学部・
学科等 

 
学生証番号 

 

学 年 
 

昼間・夜間 □昼（昼夜開講を含む）□夜(法文学部夜間主コース) 

日本学生支援機構の給付型奨学金に関する情報 

  

給付奨学金の奨学生番号 ５ ー ０４ ー 

 
＜結果通知送付先＞※封筒と同じ住所をご記入ください。（原則、学資負担者（父母等）の住所） 

  〒 
   
   

 

※ 日本学生支援機構の給付型奨学金を併せて受給すること。 

 
※  申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済支援のため

に利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場合がありますが、作成に
際しては個人が特定できないように処理します。 

Ａ様式２ 



 

学部生：継続申請（Ａ様式2）対象 

 

授業料減免のしおり 
（制度等、諸注意について記載しています。必ずご一読ください。） 

 

 

１．高等教育の修学支援新制度（授業料減免＋給付奨学金）について 

 

本学の学部生（留学生を除く）の授業料免除は、「高等教育の修学支援新制度」
（以下、「新制度」という）が適用されます。 

新制度は、住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の学部生（留学生を除く）に
対して、日本学生支援機構（以下、JASSO という）が実施する給付奨学金の支給
と、その支援区分に従って本学の授業料を免除する制度で、令和2年4月から実施
されています。 

JASSO の給付奨学生に採用された学部生（留学生を除く）は、給付奨学金の支
援区分（第Ⅰ～第Ⅲ区分）に応じて、授業料について、全額、 ２／３の額、１／３の額 

          が減免されます。 

採用区分の種

類 
給付奨学金 授業料免除 

第Ⅰ区分 自宅通学 29,200 円（※33,300 円） 

／ 自宅外通学 66,700 円 

全額免除 

第Ⅱ区分 自宅通学 19,500 円（※22,200 円） 

／ 自宅外通学 44,500 円 

2/3 免除 

第Ⅲ区分 自宅通学 9,800 円（※11,100 円）） 

 ／ 自宅外通学 22,300 円 

1/3 免除 

 
※生活保護（扶助の種類問わず）を受けている生計維持者と同居及び児童養護施設 

等から通学する者は、上表のカッコ内の金額となります。 
 
 

2．新制度による授業料等免除の認定要件等について 

 

新制度は、JASSO 給付奨学金を受給している者（休停止中の者も含む）及び、
JASSO 給付奨学金申請予定の者が、授業料減免申請の対象となります。 

 

＜新制度の認定要件（学力基準及び家計基準）＞ 

授業料等免除における対象者の認定要件は、JASSO が実施する給付奨学金の
申請に求められる要件と同一で、本学の授業料等免除を申請する者は JASSO が 

定める「学力基準」及び「家計基準」を満たす必要があります。 
 

JASSO 給付奨学金の申請資格等の詳細は、JASSO ホームページをご確認ください。  
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html 
 
 

 

 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html


＜学力基準について＞ 

学年 学力基準 

1 年次 次の 1～3 のいずれかに該当すること。 

1. 高等学校等における評定平均値が 3.5 以上であること、又は、入学

者選抜試験の成績が入学者の上位 2 分の 1 の範囲に属すること 

2. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 

3. 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有して

いることが、学修計画書等により確認できること 

2 年次 

以上 
次の 1～2 のいずれかに該当すること。 

1. GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2 分の 1 の範囲

に属すること 

 2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、

活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書

により確認できること 

★注意：修業年限で卒業できないことが確定した、修得した単位数が標準単位数の5割以
下、履修科目の授業への出席率が5割以下、その他著しく学修意欲が著しく低い状
況である場合は採用されません。 

 

＜家計基準について＞ 

     家計基準については、「収入基準」と「資産基準」の両方を満たす必要があります。 

収入基準については、JASSOがマイナンバーにより住民税情報を確認し、この結果 

によって次学期の給付奨学金額及び授業料免除額が決定します。 

 
申請前に「進学資金シミュレーター」を使用し、家計基準を満たすかあらかじめ  

ご確認ください。 https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/  

                                        
                               

※前期分と後期分では、JASSOで審査する所得の年が異なりますのでご注意ください。 
2023年度前期分(春)の場合は、2021年（1月～12月）の収入 
2023年度後期分(秋)の場合は、2022年（1月～12月）の収入 

でシミュレーションしてください。 
 

【収入基準】 

採用区分

の種類 
収入基準 

第Ⅰ区分 学生等本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること（※1）。 
具体的には、学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額（※2）の合計

が、100 円未満であること。 

第Ⅱ区分 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額（※2）の合計が 100 円以上

25,600 円未満であること。 

第Ⅲ区分 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額（※2）の合計が 25,600 円以上

51,300 円未満であること。 

※1）ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。 

    ※2）支給額算定基準額＝課税標準額×6％－（調整控除額＋調整額）（100円未満切り捨て） 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


 

【資産基準】 

申込日時点の学生等本人と生計維持者（2人）の資産額（※）の合計が 2,000万円未満 

（生計維持者が1人のときは1,250万円未満）であること。 

 

 

3．申請書類の提出～選考結果等について 
 

 （1）申請時期等 
 

1. 授業料の減免継続を希望する場合は、「大学等における修学の支援に関する
法律による授業料等  減免の対象者の認定の継続に関する申請書」（Ａ様式2）
を提出していただく必要があります。 

 
2. 「Ａ様式2」の申請時期は年に２回（前期・後期）あります。 

（後期）令和5年8月～9月28日(金)17時まで 
（翌年度前期）令和6年2月～3月末予定 

 
３．申請方法等の詳細は、「高等教育修学支援新制度による授業料減免継続申請 
  要領」（Ａ様式2）をご確認ください。 

 
 

（2）注意事項 
 

1．減免申請を行った者は、選考結果が通知されるまでの間、申請した授業料の納付が猶予 
されますので、選考結果が通知されるまで納付しないでください。 
（口座引落の場合は、結果が判明するまで授業料の引落を停止します。） 
 

2．申請後に休学される場合は、必ず学生生活支援チームまでご連絡ください。 
  既に休学が決まっている方は、休学期間中の「Ａ様式2」の提出は不要ですが、 
  復学予定の方は、復学後の学期の「Ａ様式2」の提出をお願いします。 
  （休学・復学についての手続きは、各学部担当チームにお問い合わせください。） 
 
３．転居等で通知送付先の住所に変更がある場合は、速やかに学生生活支援チーム 
までご連絡ください。（修学支援システムの住所変更登録は各自で行ってください。） 
 
 

（3）選考結果等について 
 

1.選考結果の通知時期 
（後期）令和6年１月中旬予定 
（翌年度前期）令和6年8月上旬予定 

 
2. 納付期限（選考結果が「不許可」又は「一部免除」の場合） 
（後期）令和6年１月下旬予定 
（翌年度前期）令和6年8月下旬予定 

 
授業料減免の選考結果は、申請時にお送りいただいた結果通知用封筒にて、普通郵便にて 

通知します。結果通知に従って、期限までに納付してください。 
（授業料の口座登録をしている方は、指定する期日に登録口座から引き落としを行います。） 

 
 
 
 
 
 
 
 



4．授業料減免申請以外の注意事項について 
 
（１）適格認定について 

JASSO 給付奨学金の受給者は、年に2回、給付奨学生としての基準を満たしているか確認
（以後「適格認定」と言います。）をします。 

9 月はJASSO が家計状況について、3 月には大学が成績状況について、適格認定を行い、 
この結果によって次学期の授業料の免除額が決定します。よって、前期の免除結果がそのまま 
後期に適用されるとは限りません。 

 
なお、年度末の学業成績による適格認定において、学業不振のため基準を満たさない場合は、

「廃止」や「警告」と認定され、「廃止」となった場合には、次年度以降の授業料免除及び給付奨学
金が受けられなくなり、さらに廃止からの復活や再申請もできませんので、廃止になることがな
いよう一層勉学に励むよう心掛けてください。 
 
 
（２）個人情報の取扱いについて 

申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施 
する経済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の 
作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。 

 
 
 
 
      ＜お問い合わせ先＞ 
 
         愛媛大学教育学生支援部学生生活支援課学生生活支援チーム 

（城北キャンパス中央図書館1階西側）  電話番号： 089（927）9169 
        

※ 【お願い】結果等についての電話でのお問い合せは個人情報保護の観点からお答えできか 
ねますので、ご了承ください。結果等についてご不明な点がある場合は、申請者本人が学生 
証を持参のうえ、窓口にてお問合せください。 

 
 
 
 
      ＜愛媛大学ホームページ＞ 
 
       授業料免除等 https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship-exemption/ 
 

                                                           
 
       奨学金制度   https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship/ 
                                                           

                                                           
 
 

※ 授業料免除等や奨学金について大切なお知らせを掲載しています。 
ホームページを定期的に確認してください。 

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship-exemption/
https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship/
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